
議第２８号 

呉市職員退職手当支給条例の特例に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 呉市職員退職手当支給条例の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

呉市職員退職手当支給条例の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 呉市職員退職手当支給条例の特例に関する条例（平成１０年呉市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

本則中「平成３０年３月３１日」を「平成３５年３月３１日」に改める。 

   付 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 一般職の職員が勧奨退職をする場合における退職手当の特例加算措置の期間を５

年間延長するため，この条例案を提出する。 


